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地域連携クリティカルパス
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2016年診療報酬改定の基本的視点

• （１）地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に
関する視点

• 医療機能に応じた入院医療の評価
• チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取り組み

• 地域包括ケアシステム推進

• 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

• 外来医療の機能分化

• （２）患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高
い医療を実現する視点

• （３）重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

• （４）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点

7対１要件
の厳格化



1.2万床減少



中医協診療報酬調査専門組織
入院医療等の調査・評価分科会



診療報酬調査専門組織・入院医療等の調査・評価分科会 委員名簿





退院支援の専従者
などの配置が

在宅復帰に効果的

入院医療等調査・評価分科会
(2015年7月1日）

「地域連携パス
の実績が少ない
退院調整加算に
整理しては？

アウトカム指標

で評価すべきu

退院支援加算について議論
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退院調整加算の見直し

•退院調整加算の見直し
•（1）施設基準を厳格化するとともに、
点数を引き上げることで退院支援を充実
させる
•退院支援に専従する職員が、複数の病棟を
担当として受け持ち、多職種カンファレン
スを実施して、入院後早期に退院支援に着
手する体制

•医療機関が他の医療機関などと恒常的に顔
の見える連携体制の整備

•（2）「地域連携診療計画管理料（地域
連携クリティカルパス」などを、退院支
援の一環とする



地域包括ケアシステム推進のための取組の強化

12

➢ 患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できる
ように、保険医療機関における退院支援の積極的な取組みや医療機関間の連携等
を推進するための評価を新設する。

(新) 退院支援加算１
イ 一般病棟入院基本料等の場合 ６００点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 １,２００点

(改) 退院支援加算２
イ 一般病棟入院基本料等の場合 １９０点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 ６３５点

退院支援に関する評価の充実

［算定要件・施設基準］

退院支援加算１
退院支援加算２

（現在の退院調整加算と同要件）

退院困難な患者の早期抽出 ３日以内に退院困難な患者を抽出 ７日以内に退院困難な患者を抽出

入院早期の患者・家族との面談 ７日以内に患者・家族と面談 できるだけ早期に患者・家族と面談

多職種によるカンファレンスの実施 ７日以内にカンファレンスを実施 カンファレンスを実施

退院調整部門の設置 専従１名（看護師又は社会福祉士） 専従１名（看護師又は社会福祉士）

病棟への退院支援職員の配置
退院支援業務等に専従する職員を病棟に配置

（2病棟に1名以上）
－

医療機関間の顔の見える連携の構築
連携する医療機関等（20か所以上）の職員と

定期的な面会を実施（3回/年以上）
－

介護保険サービスとの連携 介護支援専門員との連携実績 －

「退院支援加算」が

新設された

平成28年度診療報酬改定



廃止された項目

(1)新生児特定集中治療室退院調整加
(2)救急搬送患者地域連携紹介加算
(3)救急搬送患者地域連携受入加算
(4)地域連携認知症支援加算
(5)地域連携認知症集中治療加算
(6) 地域連携診療計画管理料
(7) 地域連携診療計画退院時指導料（I）
(8) 地域連携診療計画退院時指導料（Ⅱ）

地域連携診療計画管理料等
は廃止されたが、地域連携
クリティカルパスが廃止さ

れたわけではない



削除

平成２６年度診療報酬改定 平成２８年度診療報酬改定

A 246 1のイ 退院支援加算1 600点
＋ (注4) 地域連携診療計画加算 300点

A 246 1のロ 退院支援加算1 600点

B 009診療情報提供料(Ⅰ) 250点
＋(注14)地域連携診療計画加算 50点

地域連携診療計画管理料 900点
（計画管理病院⇒回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）

地域連携診療計画退院時指導料 （Ⅱ）
300点

（かかりつけ医⇒計画管理病院）

転院

在宅

地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 600点
(回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院⇒計画管理病院）

退院

(注7)検査・画像情報提供加算 200点

B005-2 地域連携診療計画管理料 900点
B005-3 地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ）

600点
・計画管理病院以外の施設からの患者は対象外

B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料 （Ⅱ）
300点

・計画管理病院以外から退院後、かかりつけ医を受診する患者は

対象外

１．次に掲げる退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時１回に限り、300点を更に所定点数
に加算

する。ただし、開放型病院共同指導料（Ⅱ）、退院時共同指導料２、介護支援連携指導料、診療情報提供料（Ⅰ）は別に算
定できない
（そのため、かかりつけ医、介護サービス事業者に情報提供に地域連携診療計画加算を算定するかどうかは症例ごとに熟考を

要する）
２．①退院支援加算を算定できない施設、②地域連携診療計画作成ができていない地域、③定期的な会合の開催ができない地域
など

では退院支援加算ではなくB 009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点 【+ (注7）検査・画像情報提供加算 200点 】で算定

図２０ 平成28年度診療報酬改定における脳卒中地域医療連携の算定の変更 藤本俊一郎先生資料より
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２２０2018年診療報酬改定へむけて「入退院支援」の
議論が始まっている（入院医療分科会6月21日）



退院支援加算１を取得してい
るのは500床未満病院が7割





退院支援から
入退院支援

へ！





まとめ

・地域連携クリティカルパスは退院支援加算１の加算

・退院支援加算１の取得を目指そう

・2018年診療報酬改定の議論が始まっている

・退院支援は入院前から始まる「入退院支援」になる

・これからの基本は生活へ戻す医療



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
mutoma@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェース
ブックで
「お友達募
集」をして
います

http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

